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＜改正のポイント＞ 
１．趣旨・背景

国家戦略上重要なAI・量子・半導体等の分野に資源を集中させるため、新たに高い控除率を適用する「戦

略技術領域型」を創設し、研究開発投資を強力に促進する。一方で、一般型の控除率や上限を見直し、海外

委託研究には制限を設け、国内での研究開発の強化と効率的な税支援の実現を図ることとする。

２．内容

① 戦略技術領域型に関する新制度の創設

② 一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し

③ 中小企業技術基盤強化税制の見直し

④ オープンイノベーション型に係る税額控除制度の見直し

⑤ 海外委託試験研究費について一定の制限を設定

３．適用時期

① 戦略技術領域型に関する新制度の創設

産業技術力強化法の重点研究開発計画の認定の日（注）以後5年を経過する日又は計画期間終了日のいずれ

か早い日までの期間内の日を含む各事業年度

（注）産業技術力強化法の改正法の施行の日から2029（令和11）年3月31日までの間に産業技術力強化法の重点研究開発計画の認定を受ける必要がある。

研究開発税制の見直し
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３．適用時期

② 一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し

3年間延長。但し、一般型の控除率及び控除上限の変動措置の見直しについては、2027（令和9）年4月1日

以後に開始する各事業年度で適用

③ 中小企業技術基盤強化税制の見直し

3年間延長。2026（令和8）年4月1日から2029（令和11）年3月31日までの間に開始する各事業年度

控除限度超過額の繰越については不明（大綱記載なし）

④ オープンイノベーション型に係る税額控除制度の見直し

不明（大綱記載なし）

⑤ 海外委託試験研究費について一定の制限を設定

2026（令和8）年４月１日以降に開始する事業年度から段階的に適用

＜改正のポイント＞ 
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４．影響

• 大企業及び中小企業において、AI・量子・半導体など国家戦略上重要な分野への投資には、高い控除率

を受けられる 「戦略技術領域型」 が創設され、先端分野に積極投資する企業ほど税負担が軽減され、研

究開発投資の加速が期待できる。

• 一般型の控除率カーブや控除上限が見直され、従来よりも厳格な運用になる側面もある。また、海外委

託研究費は控除対象額が段階的に制限されるため、海外依存型の研究体制の見直しや限られたリソース

の中で国内での研究体制の強化が必要となる。

• 中小企業が適用できる「中小企業技術基盤強化型」においては、「繰越税額控除制度（3年間）」 が導入さ

れ、利益が不安定な中小企業でも研究開発投資の回収がしやすくなると考えられる。

５．実務上の留意点
• 大企業は当期の所得金額が前期の所得金額を超える場合、雇用者給与、設備投資額の要件があるため、

注意が必要である（『大企業について特定の税額控除規定の不適用措置の見直し・延長』参照）。

• 戦略技術領域型に関する新制度及び中小企業技術基盤強化税制について、一定の要件を満たす場合に

は繰越税額控除制度の適用があるため、申告書別表の提出漏れがないよう留意する。

＜改正のポイント＞ 
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１．改正の趣旨・背景

・「強い経済」を実現するためには、中長期的に企業の研究開発投資の増加を促し、国際的に遜色のないイノベー

ション立地競争環境を確保する必要がある。そこで、AI・量子・半導体など国家的に重要な技術への投資を重点

支援するため「戦略技術領域型」を新設し、高い控除率を別枠で設けることとする。

・研究開発投資をより促し、足元の物価上昇へ対応するため、控除率を見直すとともに、試験研究費の増減割合

に応じて控除上限が変動する制度も同様に見直しを行う。

・研究活動の国内回帰を促すため海外委託研究費の控除対象を段階的に縮小し、国内研究基盤の強化を図る。

出典：経済産業省 2025年11月12日 イノベーション・環境局 研究開発課「研究開発税制について」

（参考）研究開発税制 新類型「戦略技術領域型」（仮称）のイメージ
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２. 改正の内容

（１）研究開発税制の概要

研究開発投資を行った法人が、その事業年度において損金の額に算入する試験研究費の額がある場合に、その

試験研究費の額の一定割合の金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認める制度である。

① 試験研究費 × 一定割合 （試験研究費の何％を控除できるか）

② 法人税額 × 一定割合 （法人税額の何％まで控除できるか）

いずれか少ない金額
を法人税の額から控除する。

控除率

控除上限額

【用語の説明】

・ 増減試験研究費割合 ＝ 増減試験研究費の額÷比較試験研究費

・ 増減試験研究費の額 ＝ 試験研究費の額－比較試験研究費

・ 比較試験研究費 ＝ 過去3年間の試験研究費の額の平均額

・ 試験研究費割合 ＝ 試験研究費の額 ÷ 平均売上金額

・ 平均売上金額 ＝ 当期と過去3年間の売上高の平均額
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２. 改正の内容

特別試験研究費
（国等、企業等との共同・委託研究等に係る費用）に控除率を乗じた額を法人税額から控除できる

オープンイノベーション型

控除率

控除上限額

改正

戦略技術領域型

控除率

控除上限額

新設 繰越控除

一般型 中小企業技術基盤強化税制

控除率の上乗せ

控除上限額の上乗せ

控除上限額の変動
（上乗せ又は減額）

控除率・控除上限の
上乗せ措置

控除上限の変動措置
（上乗せ又は減額）

いずれか大きい方

控除率

控除上限額 控除率

控除上限額

控除率の上乗せ

控除上限額の上乗せ

控除率・控除上限の上乗せ措置

繰越控除

（青色申告法人）

（中小企業者等（適用除外事業者を除く））

新設

重点産業技術試験研究費
（一定のAI・先端ロボット等に係る費用）に控除率を乗じた額を法人税額から控除できる

改正

改正

改正

改正

改正

改正
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２. 改正の内容

試験研究費 × 控除率

控除額

法人税額 × 控除上限率

控除上限額

基本算式

１０％

４０％原則AI・量子・半導体など
特定の戦略技術分野に

係る研究費
戦略技術領域型

５０％
認定機関との
共同研究など

控除上限率控除率対象費用区分

原則２５％
（上乗措置により最大５０％）

０％～１４％試験研究費全般一般型

原則２５％
（上乗措置により最大35％）

１２％～１７％試験研究費全般
中小企業

技術基盤強化税制

１０％２０％・２５％・３０％
大学・スタートアップと

の共同研究費など
オープン

イノベーション型

新設
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２. 改正の内容

（2）戦略技術領域型に関する新制度の創設

AI・量子・バイオ等、国家としての戦略技術分野の試験研究を促進する観点から、新たに「戦略技術領域型」を

創設し、国が認定する研究計画について、既存の研究開発税制と別枠の税額控除率を設定する。

＜制度の概要＞

適用対象者及び要件
① 青色申告書を提出する法人
② 産業技術力強化法の重点研究開発計画（仮称）について認定を受けること

試験研究費の額
重点産業技術試験研究費の額（※1）
（一般試験研究費の額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び特別試験研究費の額に係る税額控除
制度の適用を受ける場合のその適用を受ける金額を除く。）

対象期間
産業技術力強化法の重点研究開発計画の認定の日以後5年を経過する日又は計画期間終了日のいずれか早い日ま
での期間内の日を含む各事業年度

税制措置（税額控除）

重点産業技術試験研究費の額×40％
（特別重点産業技術試験研究費の額（※2）の場合は50％）

（注）当期の法人税額の10％を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができる（※3）

（※１）認定研究開発法人が、適用期間内において支出するその認定に係る重点研究開発計画に従って行う特定重点研究開発（※4）に係る試験研究費の額をいう。

（※２）重点産業技術試験研究費の額のうち産業技術力強化法の重点産業技術共同研究開発機関（仮称）と共同して行う試験研究又は重点産業技術共同研究開発機

関に委託する試験研究に係るものをいう。

（※3）税額控除の限度額を超える金額については、3年間の繰越し（繰越税額控除の適用を受けようとする事業年度において試験研究費の額が前期の試験研究費

の額を超える場合に限る）ができる。

（※4）産業技術力強化法の重点産業技術（仮称）（AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙）のうち特に早期の企業化

が期待されるものとして一定の基準に該当するものに関する研究及び開発であることにつき確認を受けた研究及び開発をいう。
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２. 改正の内容

<グループ通算制度における適用＞

税額控除額の計算

繰越税額控除制度
の適用要件

① その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の重点産業技術試験研究費基準額が法人税額基準額を超える場
合におけるその超える部分の金額に、その各事業年度の控除分配割合を乗じて計算した金額（前事業年度までに繰越控除
の適用を受けた金額を除く。）

② 通算法人のその事業年度前3年以内に開始した各事業年度において生じた控除限度超過額（前事業年度までに繰越控除の
適用を受けた金額を除く。）

その他

通算グループを一体として計算した税額控除限度額（以下「重点産業技術試験研究費基準額」という。）と通算グループを一体と
して計算した控除上限額（以下「法人税額基準額」という。）とのいずれか少ない金額に控除分配割合を乗じて計算した金額（以
下「税額控除可能分配額」という。）を税額控除額とする。

通算グループ全体の試験研究費の額により判定する。

繰越税額控除額

通算グループ内の他の法人の各事業年度の重点産業技術試験研究費の額等が確定申告書に記載された各事業年度の重点産業
技術試験研究費の額等が記載された各事業年度の重点産業技術試験研究費の額等と異なる場合には、確定申告書に記載され
た各事業年度の重点産業技術試験研究費の額等を各事業年度の重点産業技術試験研究費の額等とみなすほか、所要の措置が
講じられる。

通算法人ごとに、次の金額の合計額（繰越通算税額控除限度超過額）と当期の法人税額の10％相当額（当期に税額控除可能分
配額がある場合には、税額控除可能分配額を控除した残額）とのうちいずれか少ない金額を繰越税額控除額とする。
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２. 改正の内容

（参考）重要技術領域の選定（新興・基盤強化領域、国家戦略技術領域）

出典：内閣府 2025年11月14日 重要技術領域検討ワーキンググループ（第6回） 「重要技術領域検討ワーキンググループ 取りまとめ（案）概要」
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２. 改正の内容

（参考）各国は戦略分野を絞り込み、重点投資

出典：経済産業省 2025年11月12日 イノベーション・環境局 研究開発課「研究開発税制について」
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２. 改正の内容

（3）一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し

①【一般型】 控除率の見直し

試験研究費を増加させるインセンティブをさらに強化する観点から、控除率が次のように見直される。

＜一般型＞

増税

改正前（存続） （２０２６（令和８）年４月１日～）

改正後 （２０２７（令和９）年４月１日～）

※

上
乗
せ
措
置
除
く

改正前　（廃止） 改正前　（存続） 改正後
２０２６（令和８）年３月３１日　まで ２０２６（令和８）年４月１日　から ２０２７（令和９）年４月１日　から

控除率（１％～１４％） 控除率（0％～１４％） 控除率（0％～１４％）

控
除
率

算
式

・増減試験研究費割合 ＞ 12%の場合（上限：14%）
　 11.5%＋（増減試験研究費割合－12%）×0.375
・増減試験研究費割合 ≦ 12% の場合 （下限：1%）
　 11.5%－（12%－増減試験研究費割合）×0.25

＜上乗せ措置＞
・試験研究費割合が10%超の場合は下記を上乗せ
　上記控除率×控除割増率（※）
　（※）控除割増率（上限：10%）
　　　　＝（試験研究費割合－10%）×0.5

・増減試験研究費割合 ＞ 12%の場合（上限：14%）
　 11.5%＋（増減試験研究費割合－12%）×0.375
・０≦増減試験研究費割合 ≦ 12% の場合
　 11.5%－（12%－増減試験研究費割合）×0.25
・増減試験研究費割合＜０の場合
　 ８．５％＋増減試験研究費割合×８．５/３０

＜上乗せ措置＞
　同左

・増減試験研究費割合 ＞ 15%の場合（上限：14%）
　 11.5%＋（増減試験研究費割合－15%）×0.375
・3％＜増減試験研究費割合 ≦15% の場合
　 8.5%＋（ 増減試験研究費割合－３％）×0.25
・増減試験研究費割合 ≦ 3% の場合
　 8.5%＋（増減試験研究費割合－３％）×13分の8.5

＜上乗せ措置＞
　同左　　（延長）
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２. 改正の内容

②【一般型】 控除上限の変動措置の見直し

控除上限の変動措置について次のように見直される。

＜一般型＞

改正後
２０２７（令和９）年４月１日　から

控
除
上
限

法人税×25％

＜上乗せ措置＞
次の場合は、それぞれの金額を上乗せ
（１）試験研究費割合が10%超の場合
　 法人税額×（試験研究費割合－10%）×2　の上乗せ
　　（上限：法人税額×10%）
（２）研究開発を行う一定のベンチャー企業
　　　法人税額×15% の上乗せ

＜控除上限の変動＞
次の場合には、それぞれの金額を上乗せ又は減額
（１）増減試験研究費割合が4%超の場合
　　法人税額×（増減試験研究費割合－4%）×0.625% の上乗せ
　　（上限：法人税額×5%）
　　（※）＜上乗せ措置＞といずれか大きい方。
（２）増減試験研究費割合が△4%超の場合
　　法人税額×（－増減試験研究費割合－4%））×0.625% の減額
　　（上限：法人税額×△5%）

法人税×25％

＜上乗せ措置＞
次の場合は、それぞれの金額を上乗せ
（１）試験研究費割合が10%超の場合
　 法人税額×（試験研究費割合－10%）×2　の上乗せ
　　（上限：法人税額×10%）
（２）研究開発を行う一定のベンチャー企業
　　　法人税額×15% の上乗せ

＜控除上限の変動＞
次の場合には、それぞれの金額を上乗せ又は減額
（１）増減試験研究費割合が７%超の場合
　　法人税額×（増減試験研究費割合－７%）×0.625% の上乗せ
　　（上限：法人税額×5%）
　　（※）＜上乗せ措置＞といずれか大きい方。
（２）増減試験研究費割合が△1%超の場合
　　法人税額×（－増減試験研究費割合－1%））×0.625% の減額
　　（上限：法人税額×△5%）

改正前（存続）
２０２７（令和９）年３月３１日　まで
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２. 改正の内容

②【一般型】 控除上限の見直し

オープンイノベーション型

＜改正前＞ ＜改正後＞

一般型

上乗せ措置

試験研究費割合
が10％超の場合

控除上限の変動

増減試験研究費割合が
4%超の場合

⇒ 最大 5% 増額
増減試験研究費割合が

△ 4%超の場合
⇒ 最大△ 5% 減額

※上乗せ措置といずれか大
きい方

オープンイノベーション型

上乗せ措置

試験研究費割合
が10％超の場合

【最大】

法人税額の60％

【最大】

法人税額の７０％

戦略技術領域型

法人税額の

10％まで

法人税額の

10％まで

法人税額の

25％まで

法人税額の

＋５％～△５％

法人税額の

10％まで

法人税額の

25％まで

法人税額の

＋５％～△５％

法人税額の

10％まで

法人税額の

10％まで

ベンチャー特例

ベンチャー特例
法人税額の

15％まで

法人税額の

15％まで

一般型

控除上限の変動

増減試験研究費割合が
7％超の場合

⇒ 最大 5% 増額
増減試験研究費割合が

△ 1%超の場合
⇒ 最大△ 5% 減額

※上乗せ措置といずれか大
きい方
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２. 改正の内容

（4）中小企業技術基盤強化税制の見直し
①【中小企業技術基盤強化税制】 控除率

適用期限が3年延長。

＜中小企業技術基盤強化税制＞

※上乗せ措置除く
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２. 改正の内容

② 【中小企業技術基盤強化税制】 控除上限

適用期限が3年延長。

＜中小企業技術基盤強化税制＞

③【中小企業技術基盤強化税制】繰越税額控除制度の新設

控除限度超過額について、3年間の繰越しができる。

（※）繰越税額控除の適用を受けようとする事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に限る。ただし、一般試験研究費の額に

係る税額控除制度の適用を受ける事業年度は適用不可。
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２. 改正の内容

④【中小企業技術基盤強化税制】グループ通算制度における適用

繰越税額控除制度
の適用要件

① その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の通算グループを一体として計算した税額控除限度額が通算グ
ループを一体として計算した控除上限額を超える場合におけるその超える部分の金額に、その各事業年度の控除分配割合
を乗じて計算した金額（前事業年度までに繰越控除の適用を受けた金額を除く。）

② 通算法人のその事業年度前3年以内に開始した各事業年度において生じた控除限度超過額（前事業年度までに繰越控除の
適用を受けた金額を除く。）

その他
通算グループ内の他の法人の各事業年度の試験研究費の額等が確定申告書に記載された各事業年度の試験研究費の額等が記
載された各事業年度の試験研究費の額等と異なる場合には、確定申告書に記載された各事業年度の試験研究費の額等を各事
業年度の試験研究費の額等とみなすほか、所要の措置が講じられる。

通算グループ全体の試験研究費の額により判定する。

繰越税額控除額

通算法人ごとに、次の金額の合計額（繰越通算税額控除限度超過額）と当期の法人税額の25％（控除上限の上乗せ特例の適用
がある場合には、その適用後の割合）相当額（当期に税額控除可能分配額がある場合には、税額控除可能分配額を控除した残
額）とのうちいずれか少ない金額を繰越税額控除額とする。
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２. 改正の内容

（5）オープンイノベーション型に係る税額控除制度の見直し
①共同・委託研究時の対象費用の手続合理化

大学等との共同研究及び大学等への委託研究に係る試験研究費の額について、共同研究又は委託研究に要

した費用であることにつき、監査を受け、その大学等の確認を受けた金額であること。

⇒上記要件について、以下の要件を満たすことにつき経済産業大臣の指定を受けた大学等については、

その大学等の長が認定した金額とする。

イ 大学等に企業との共同研究及び企業からの委託研究（以下、「共同研究等」という。）についての管理を行

う業務を集約する専門の部署が設置されていること等、その大学等が共同研究等を行うに当たって管理を

行うための体制が十分なものであると認められること

ロ その大学等の規則において共同研究等についての管理に関する業務方法等が定められており、その業務

方法等が共同研究等を実施するに当たって適切なものであると認められること

ハ その大学等において共同研究等についての企業との間の連絡調整及び事務手続きに関する方法が具体

的に定められていること
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２. 改正の内容

②新規高度研究業務従事者の範囲の追加及び募集要件の見直し

学位授与 役員又は使用人就任

5年以内 5年間

新規高度研究業務従事者に該当

（追加）

〈新規高度研究業務従事者〉

改正前 改正後

＜募集要件＞
（1）当該試験研究の内容に関する提案が広く一般に又は広く当該法
人の使用人に募集されたこと

（2）当該試験研究の内容が新規高度研究業務従事者から提案され
たものであること

<新規高度研究業務従事者〉
博士の学位を授与された者（授与された日以後5年以内に当該法人
の役員又は使用人になったものに限る。）で、当該法人の役員又は
使用人になった日から5年を経過していないもの（追加）

＜募集要件＞
（1）当該試験研究の内容に関する提案が広く一般に又は広く当該法
人の試験研究に専ら従事する使用人に募集されたこと

（2）当該試験研究の内容がその試験研究に専ら従事する使用人か
ら提案されたものであること
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２. 改正の内容

（6）海外委託試験研究費について一定の制限を設定
近年、海外への外部支出研究開発費（委託等）の支出割合が増加している。また、諸外国では研究開発税制の

対象となる試験研究費について、海外への委託費について厳しく制限されている場合が多く、 研究拠点の国

内回帰の面からも以下の制限が設けられる。

他の者に委託する試験研究（契約又は協定により委託する試験研究でその委託に基づき行われる試験研究

が国外において行われるものに限る。）に係る試験研究費の額については、次の試験研究費の額の区分に

応じた金額を税額控除の対象とする。 （1） 一定の医薬品、医療機器等にかかる臨床試験の委託に係る試験研究費の額

（2） （1）以外の試験研究費の額は対象額の50％相当額（※）

※2026（令和8）年4月1日～2027（令和9）年3月31日までの間に開始する事業年度については70％相

当額

2027（令和9)年4月1日～2028（令和10）年3月31日までの間に開始する事業年度については60％

相当額

なお、2025（令和7）年4月1日以後に開始する事業年度より、試験研究費の額から、その法人の国外事業所等

を通じて行う事業に係る費用の額は除かれています。
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3. 適用時期

（1）戦略技術領域型に関する新制度の創設
産業技術力強化法の重点研究開発計画の認定の日以後5年を経過する日又は計画期間終了日のいずれか早

い日までの期間内の日を含む各事業年度

（2）一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し

3年間延長。但し、一般型の控除率及び控除上限の変動措置の見直しについては、2027（令和9）年4月1日

以後に開始する各事業年度で適用

（3）中小企業技術基盤強化税制の見直し

3年間延長。2026（令和8）年4月1日から2029（令和11）年3月31日までの間に開始する各事業年度

控除限度超過額の繰越については不明（大綱記載なし）

（4）オープンイノベーション型に係る税額控除制度の見直し
不明（大綱記載なし）

（5）海外委託試験研究費について一定の制限を設定

2026（令和8）年４月１日以降に開始する事業年度から段階的に適用
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5. 今後の注目点

• 大企業は当期の所得金額が前期の所得金額を超える場合、雇用者給与、設備投資額の要件があるため、注

意が必要である（『大企業について特定の税額控除規定の不適用措置の見直し・延長』参照）。

• 戦略技術領域型に関する新制度及び中小企業技術基盤強化税制について、一定の要件を満たす場合には

繰越税額控除制度の適用があるため、申告書別表の提出漏れがないよう留意する。

4. 実務上の留意点

• 産業技術力強化法の改正法の施行日及び制定内容について

• 重点研究開発計画の概要、具体的な認定要件、申請方法等

• 産業技術力強化法の重点産業技術（AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョン

エネルギー、宇宙）の具体的な定義について

• その他所要な措置の具体的な内容について


